
身につけよう 交通ルールと ヘルメット

自転車安全利用五則

（令和４年11月１日改正）

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

令和６年５月号
小牧警察署
応時交番

0568-72-0110
応時交番だより

「アイチポリス」
主な機能

・痴漢撃退機能 ・イマココ機能
・防犯ブザー機能・マップ機能
・パトネットあいち など

悪質商法の被害にかからないために
悪質商法の手口は、年々巧妙になってきており、こうした被害に遭わないようにするには、
一人一人がしっかりとした心構えをもつことが最も大切です。

「悪質商法撃退１０か条」
①何の用？ しっかり聞こう 身分と用件 ⑥しつこいな そんな相手は １１０番
②おかしいと 思ったときは ドア閉めて ⑦迷ったら 一人で悩まず まず相談
③もうかります そんな言葉に ご用心 ⑧サインして あとでしまった もう遅い
④あやしいぞ 人のフトコロ聞く 業者 ⑨契約は してもお金は 後払い
⑤勇気出し はっきり言おう いりません ⑩あなたです！ 自分の財産 守るのは

他交番の交番だよりは
こちらから！

応時交番管内情報
応時交番管内では、自転車盗が多発しています。自転車を取られない様にするためにも、
自宅の駐輪場に停める場合でも、しっかりと鍵をかけ、さらに盗難防止のためワイヤー錠を
するなど、２重ロックをしましょう！
また、交通事故も多いため、自動車を運転する方はもちろんのこと、自転車に乗る方も
「かもしれない運転」を心がけていきましょう。


